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１ 開会 
 （１）委員及び上下水道局出席者の紹介 

（２）京都市あいさつ 
（３）委員長あいさつ 
（４）会議の公開等について 

  

２ 経営評価制度の充実に向けた審議 

（１） 上下水道事業に関する報告 

（２） 「上下水道事業経営評価制度等に関する意見（平成 21 年度）」に基づく取組 

に関する審議 

 

３ 今後の予定等 

 

４ 閉会 
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 資料４-２ 「上下水道事業経営評価制度等に関する意見（平成 21 年度）」 
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資料６ 経営評価市民向け小冊子の骨子（案） 
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◆ 審議委員会委員 
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 上下水道サポーター ※ 
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 い 神戸大学教授（大学院経営学研究科） 

◎：委員長，○：副委員長 
※ 上下水道サポーターは，施設見学やアンケート調査等の活動を行う上下水道モニター（毎年度，

市民の皆様から公募。任期は当該年度）として御活動いただいた方のうち，引き続き，上下水道事
業への御協力を申し出られた方です。 
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京都市上下水道事業経営評価審議委員会の会議の公開に関する

要領 

（趣旨） 

第１条 京都市上下水道事業経営評価審議委員会（以下「委員会」という。）の会議

（以下「会議」という。）の公開については，京都市市民参加推進条例第７条及び

京都市市民参加推進条例施行規則第３条に定めるもののほか，この要領の定めると

ころによる。 

（会議の公開） 

第２条 会議は，原則として公開とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，委員長は，会議を公開することにより非公開情報（京

都市情報公開条例第７条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。）が公になると

認めるときは，会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

（公開の方法等） 

第３条 会議の公開は，会議の傍聴を希望する者に，当該会議の傍聴を認めることに

より行う。 

２ 委員会は，会議を公開するときは，会議を傍聴する者（以下「傍聴者」とい

う。）の定員をあらかじめ定め，会議の会場に傍聴席を設けるものとする。 

（傍聴することができない者） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は，会議を傍聴することができない。 

  棒，プラカード，つえ（疾病その他正当な理由がある場合を除く。）等人に危

害を加えるおそれのある物を携帯している者 

  拡声器，鉢巻，腕章，たすき，ゼッケン，垂れ幕，のぼり，張り紙，ビラ等会

議の進行を妨害するおそれのある物を着用し，又は携帯している者 

  酒気を帯びている者 
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  その他会議の進行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者 

（傍聴者の守るべき事項） 

第５条 傍聴者は，職員の指示に従うとともに，次の各号に掲げる事項を守り，静穏

に傍聴しなければならない。 

  会議における発言に対して，拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。 

  会議場において発言しないこと。 

  みだりに席を離れないこと。 

  飲食又は喫煙をしないこと。 

  携帯電話その他音の発生する機器の電源を切ること。 

  会議場において，撮影，録音その他これに類する行為をしないこと。ただし，

委員長の許可を得た者は，この限りでない。 

  前各号に定めるもののほか，会議の進行の妨げとなり，又は他の傍聴者の迷

惑になる行為をしないこと。 

（傍聴者の退場） 

第６条 傍聴者は，会議を公開しないこととする決定があったときは，速やかに退場

しなければならない。 

（違反に対する措置） 

第７条 委員長は，傍聴者がこの要領の規定に違反したときは，当該違反行為を制止

し，その命令に従わないときは，当該傍聴者を退場させることができる。 

（議事録等） 

第８条 委員会は，会議の終了後速やかに，議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録及び会議の資料は，原則として公開する。 

３ 前項の規定にかかわらず，委員長は，次のいずれかに該当するときは，議事録又

は会議の資料の全部又は一部を公開しないことができる。 



  会議を公開しなかったとき。 

  議事録又は会議の資料を公開することにより，非公開情報が公になると認め 

るとき。 

４ 委員会は，前項の規定により議事録の全部又は一部を公開しないこととするとき

は，議事要旨を作成し，公開するものとする。 

５ 議事録には，委員会において定めた２人の出席委員が署名しなければならない。 

附 則 

この要領は，平成２１年７月３１日から実施する。 

 



資料２





















 

 
 
 

資料３ 平成２１年度京都市上下水道局事業推進方針に基づく取組結果

































広 報 資 料                        
平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日  

上 下 水 道 局  

担当 総 務 部 総 務 課  

  電話 ６７２－７７０９  
 

京都市上下水道事業経営評価審議委員会からの意見の提出について 

 

京都市上下水道局では，事業の適切な執行管理や継続的な改善を進め，市民サービスの

向上を図るとともに，市民の皆様への説明責任を果たす取組として，毎年度，上下水道事

業経営評価を実施し，その結果を公表しています。 
この度，この経営評価の透明性，客観性を高め，制度の一層の充実を図るため，今年度

新たに設置した市民，民間有識者，学識経験者で構成する京都市上下水道事業経営評価審

議委員会から「上下水道事業経営評価制度等に関する意見」が公営企業管理者上下水道局

長に提出されましたので，下記のとおりお知らせします。 
当局では，この意見を基に，平成２２年度の経営評価の実施に向け，制度の改善，充実

を図っていきます。 
 

記 

 

＜「上下水道事業経営評価制度等に関する意見－平成２１年度経営評価（平成２０年度 

事業）等について－」（別添冊子）の概要＞ 

１ 上下水道事業経営評価全般について 

・経営評価は，詳細で精緻な分析が行われ，有効に活用できる制度であり，大いに評価で

きる。 

・市民への説明という面で，より一層市民の目線に立ち，図表等を用いて分かりやすく，

市民向けに簡潔に取りまとめた冊子等を作成することが適当である。 

２ 経営指標評価について 

・簡潔な形で，視覚的にも分かりやすく表現されている点は評価できる。 

・経営評価における位置付けや役割の明確化を図っていくことが適当である。 

３ 取組項目評価について 

・経営マネジメントの面からは，経営をチェックする方法として優れた内容である。 

・目標の水準の妥当性について更に点検を進めるとともに，中長期の目標に対する進ちょ

く度も示すなど，現在の状況をより一層把握・理解しやすい記載方法を取り入れること

が適当である。 

４ 評価の活用について 

・予算編成等への一層確実な反映に向けて，データの調査・収集，分析作業等の短縮を図

るなど，経営評価の結果をより効果的に活用できるように取り組むことが適当である。 

５ 評価の公表について 

・詳細で精緻な分析は維持しつつ，分かりやすい内容で，事業のＰＲにもつなげていける

ように，コンパクトで読みやすい冊子等を広く配布するとともに，より効率的・効果的

な情報の発信方法について更に検討を進めていくことが適当である。 

６ 上下水道局企業改革プログラムについて 

・来年度に行う平成２１年度の取組の進ちょく状況の点検・評価は，取組項目評価との関

係やそれぞれの位置付けの明確化を図りながら，委員会は，これらを併せて審議する。 
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（参考） 

１ 京都市上下水道事業経営評価審議委員会の概要 

  委員        （敬称略・五十音順，任期２年，◎委員長，○副委員長） 

氏 名 役職等 

越後
え ち ご

 信
しん

哉
や

 
京都大学准教授（大学院工学研究科） 

襲
おそ

田
だ

 美穂
み ほ

 上下水道サポーター ※ 

小林
こばやし

 由香
ゆ か

 
税理士 

津崎
つ ざ き

 桂子
け い こ

 社団法人京都私立病院協会事務局長 

○  西村
にしむら

 文武
ふみたけ

  
京都大学准教授（大学院工学研究科） 

◎  水谷
みずたに

 文
ふみ

俊
とし

  神戸大学教授（大学院経営学研究科） 

※ 上下水道サポーターは，施設見学やアンケート調査等の活動を行う上下水道モニター（毎年
度，市民の皆様から公募。任期は当該年度）として御活動いただいた方のうち，引き続き，
上下水道事業への御協力を申し出られた方です。 

    所掌事項 

・経営評価の制度の充実に向けた提案 

・経営評価の手法についての助言及び提案 

・自己評価の方法及び実施過程への助言 

・上下水道局企業改革プログラムの進ちょく状況の点検及び評価 

・次年度の事業内容についての提言    

２ 上下水道事業経営評価とは 

   上下水道事業経営評価は，事業の進ちょく状況や効果等を把握，評価し，その結果を

市民の皆様に公表するとともに，効率的，効果的な事業運営に役立てようとするもので， 

①経営状況を客観的な数値で表した業務指標により評価する「経営指標評価」 

②個々の取組についての達成度を評価する「取組項目評価」 

を実施しています。今年度は，９月３０日に「平成２１年度上下水道事業経営評価（平

成２０年度事業）」を公表しました。 

   なお，平成２１年度経営評価は，ホームページで御覧いただけます。  

    http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000071982.html 

 ３ 審議委員会の開催状況 

   第１回審議委員会（平成２１年８月２４日） 

   主な内容 

    ・上下水道事業概要の説明 

   ・経営評価制度の説明 

 第２回審議委員会（平成２１年１１月１７日） 

 主な内容 

 ・平成２１年度経営評価に関する報告 

 ・経営評価制度の充実に向けた審議 

 第３回審議委員会（平成２２年３月１０日） 

 主な内容 

   ・経営評価制度の充実に向けた審議 

    ・意見の取りまとめ 



 
 
 
 

上下水道事業経営評価制度等に関する意見 

 
－平成２１年度経営評価(平成 20 年度事業)等について－ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京都市上下水道事業経営評価審議委員会 

平成２２年３月 

資料４-２ 
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 京都市上下水道事業経営評価審議委員会は，平成２１年度に実施された上下水

道事業経営評価等について，将来にわたる改善も含めた制度の充実等に向けた検

討を行った。 
 指摘した事項については，可能な限り早急に改善を図るとともに，提案の趣旨

を尊重し，経営評価制度の一層の充実等に向けて努力されたい。 
 
 
１ 上下水道事業経営評価全般について 

 上下水道局では，平成１５年度から水道事業及び公共下水道事業の事務事業

評価を実施し，１７年度には財務指標を加えた経営評価として，その内容を充

実させた。さらに，平成１８年度からは，水道事業ガイドライン等に基づく業

務指標により中長期的な経営分析を行う経営指標評価と，個々の取組について

の達成度を評価する取組項目評価の２つの手法を用いた評価を行ってきた。平

成２１年度においては，２０年度実績に基づき，項目数の増加などの変動はあ

るものの，引き続き２つの手法から成る経営評価を実施した。 
この経営評価は，経営マネジメントの面からは，ＰＤＣＡサイクルにおける

Check(評価)として，上下水道に関する経営の多角的な把握，事業の網羅的な点

検の下，詳細で精緻な分析が行われ，有効に活用できる制度となっている。こ

の点では，質・量ともに，他都市に例を見ない優れたものであり，大いに評価

することができる。 
 しかし，これを別の観点から見た場合，このように膨大で専門性の高い内容

は，上下水道事業に詳しくない市民にとっては簡単に理解し難いものである。

現在の経営評価は，市民への説明という面において，効率的に機能していると

言うことができない。 
 今後は，事業者の視点だけでなく，より一層市民の目線に立ち，図表等を用

いて分かりやすく，市民向けに簡潔に取りまとめた冊子等を作成することが適

当である。そこでは，料金の使い道や経費の内訳など市民生活に関わりが深く

関心の高い事項や，下水道が担う雨水処理・資源活用等の役割，費用のほか水

需要の減少をはじめとする収入に関する課題など，市民により深く知ってもら

いたい事項を積極的に伝えていく工夫に努めるべきである。 
なお，現状の経営評価で実施している業務指標や取組状況に係る評価に関し

ては，引き続き，詳細で精緻な分析を行い，必要かつ十分な内容で取りまとめ

ることが適当である。 
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２ 経営指標評価について 

  経営指標評価は，業務指標を活用することで，事業活動を定量化し，数値に

よって成果を示すもので，① 収益性，② 資産・財務，③ 施設の効率性，④ 生
産性，⑤ 料金・使用料，⑥ 費用の６つの区分で評価を行っている。経営資源

であるヒト④・モノ③・カネ①(年間)･②(年度末)と，単位当たりの収入⑤・支

出⑥から，上下水道事業を多面的に分析・評価するとともに，その結果を前年

度比較，大都市比較のレーダーチャートで示している。このように，経営指標

評価全体の状況が簡潔な形で，視覚的にも分かりやすく表現されている点は，

評価できるものである。 
しかし，この経営指標評価は，財務面を中心としているため，費用の増加を

伴う整備事業の進ちょくに関する取組項目評価との間では，指標値の動向が相

反する部分があり，この点について両者の関連性が十分に明らかとはなってい

ないように思われる。上下水道事業の推進に当たっては，その使命である，安

全・安心で良質な水道水を安定的に供給し，大雨による浸水被害からまちを守

るとともに快適で衛生的な都市生活を支えるという観点から，また，上下水道

局としての取組の限界や他部局等との連携の可能性なども踏まえ，両評価を把

握・分析し，活用していくことが必要である。 
  今後は，経営指標評価と取組項目評価との関係について更に検討を進め，そ

れらの経営評価における位置付けや，それぞれが持つ役割の明確化を図ってい

くことが適当である。 
 
３ 取組項目評価について 

  取組項目評価は，上下水道事業中期経営プランに基づく事業推進方針に掲げ

た「取組項目」の区分ごとに事業の達成度を５段階で評価するとともに，その

上位の区分である「重点推進施策」ごとに評価結果を取りまとめてレーダーチ

ャートで示すものである。ここでは，中期経営プラン・局事業推進方針のすべ

ての取組項目に係る事業の状況を点検しており，前述のとおり，経営マネジメ

ントの面からは，上下水道事業の経営をチェックする方法として優れた内容で

あると言うことができる。 
  しかし，市民にとっての分かりやすさという面では，その達成度の評価が単

年度の目標に対するものであり，将来・未来と今との対比，目指すゴールと比

べてどうかといった示し方が採られていないことから，逆に当該年度の正確な

状況がイメージし難いものとなっている。 
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今後は，設定された目標の水準の妥当性について更に点検を進めるとともに，

中長期の目標に対する進ちょく度も示すなど，現在の状況をより一層把握・理

解しやすい記載方法を取り入れることが適当である。 
 
４ 評価の活用について 

  経営評価をＰＤＣＡサイクルの Check(評価)として実施した後，それに続く

Action(反映)を確実に機能させることが重要となってくる。これによって，次

の段階で Plan(計画)を適切に策定し，それに基づく Do(実行)を有効なものとす

ることができる。この点，経営評価のうち特に取組項目評価については，担当

課等における事業の達成状況の自己評価から一連の作業が始まるため，担当課

等はほぼリアルタイムで，翌年度予算への反映等も含め，自己修正という形で

の Action(反映)を行っていると考えられる。 
しかし，経営評価の全体については，データの調査・収集や分析，取りまと

めに期間を要するため，上下水道局としての内容の確定が翌年度の中頃，当委

員会による外部評価の意見は年度末に行われる状況にある。経営評価がＰＤＣ

Ａサイクルの中で有効に機能するためには，十分な分析等を行う一方で，評価

に係る業務の合理化，作業の効率化に努めることも重要となる。 
 今後は，まず，経営評価の取りまとめを３箇月程度早めることなどにより，

予算編成等への一層確実な反映に向けて，経営評価の結果をより効果的に活用

できるように取り組むことが適当である。 
 
５ 評価の公表について 

  現在，経営評価の公表は，冊子の発行・配付のほか，上下水道局ホームペー

ジへの掲載によって行っている。 
しかし，経営評価の冊子の分量が 90 ページを超え，その内容も一般人には

簡単に理解し難いほど専門性が高いものとなっていることは，前述のとおり，

市民への説明という面からは効率的であると言うことができない。評価の内容

について市民の関心をより高めるものとしたうえ，公表に当たっては，民間に

おける広報の手法や様々な媒体の活用を検討することも必要である。 
  今後は，詳細で精緻な分析は維持しつつ，分かりやすい内容で，事業のＰＲ

にもつなげていけるように，コンパクトで読みやすい冊子等を広く配布すると

ともに，より効率的・効果的な情報の発信方法について更に検討を進めていく

ことが適当である。 
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６ 上下水道局企業改革プログラムについて 

  企業改革プログラムは，市民に信頼される上下水道事業の確立を目指し，更

なる効率化，財政健全化による経営改革と，徹底した職員の意識改革，職場風

土の刷新による企業改革を進めていくため，平成２１年３月に策定された。そ

の内容は，「５つの改革」として，① 組織改革の断行，② 業務改革による経営

効率化の推進，③ 意識改革・コスト意識の徹底，④ 人材育成・技術継承の強

化，⑤ 危機管理体制の充実に取り組むほか，「継続的に取り組むべき課題」を

掲げ，総合的な改革を計画的に実施していくものである。これら取組の進ちょ

く状況の管理については，局内に設置された業務改善委員会が行っている。当

委員会では，経営評価にどのように反映させるかを十分に検討しながら，第三

者の視点から進ちょく状況を点検・評価していくこととする。 
 今年度は，企業改革プログラムの開始年度であるため，年間実績の取りまと

めまでは行われていないが，中間的な報告からは，営業所等での宿日直業務の

原則廃止や所属長マニフェストの策定・実践など，28 の取組項目すべてに着手

し，全体として順調に進ちょくしているように見られる。 
  このため，平成２１年度の取組の進ちょく状況の点検・評価は来年度に行う

こととなるが，事業の達成度の評価という点において経営評価の取組項目評価

と共通し，また，企業改革プログラムの取組が中期経営プランの一層の推進を

図るものであることから，両者の関係やそれぞれの位置付けの明確化を図りな

がら，当委員会は，これらを併せて審議することとする。 
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＜審議経過＞ 

開催回 年  月  日 主  な  内  容 

第１回 平成 21 年 8 月 24 日(月) 
委員長・副委員長の選任 
上下水道事業概要の説明 
経営評価制度の説明 

第２回 平成 21 年 11 月 17 日(火) 
平成 21 年度経営評価に関する報告 
経営評価制度の充実に向けた審議 

第３回 平成 22 年 3 月 10 日(水) 
経営評価制度の充実に向けた審議 
意見の取りまとめ 

 
 
 
＜委員名簿＞                (五十音順，敬称略) 

氏  名 役    職    等 

越後
え ち ご

 信哉
し ん や

 京都大学准教授（大学院工学研究科） 

襲田
お そ だ

 美穂
み ほ

 上下水道サポーター ※ 

小林
こばやし

 由香
ゆ か

 税理士 

津崎
つ ざ き

 桂子
け い こ

 社団法人京都私立病院協会事務局長 

○ 西村
にしむら

 文武
ふみたけ

 京都大学准教授（大学院工学研究科） 

◎ 水谷
みずたに

 文俊
ふみとし

 神戸大学教授（大学院経営学研究科） 

◎：委員長，○：副委員長 
※ 上下水道サポーターは，施設見学やアンケート調査等の活動を行う上下水道モニ 
ター（毎年度，市民の皆様から公募。任期は当該年度）として御活動いただいた方 
のうち，引き続き，上下水道事業への御協力を申し出られた方です。 
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っ
て

い
る

こ
と

は
，

市
民

へ
の

説
明

と
い

う
面

か
ら

は
効

率
的

で
あ

る
と

言
う

こ
と

が
で

き
な

い
。

評
価

の
内

容
に

つ
い

て
市

民
の

関
心

を
よ

り
高

め
る

も
の

と
し

た
う

え
，

公
表

に
当

た
っ

て
は

，
民

間
に

お
け

る
広

報
の

手
法

や
様

々
な

媒
体

の
活

用
を

検
討

す
る

こ
と

も
必
要

で
あ

る
。
 

＜
３

頁
；

項
目

５
の

８
行

目
＞

 

詳
細

で
精

緻
な

分
析

は
維

持
し

つ
つ

，
分

か
り

や

す
い

内
容

で
，

事
業

の
Ｐ

Ｒ
に

も
つ

な
げ

て
い

け
る

よ
う

に
，

コ
ン

パ
ク

ト
で

読
み

や
す

い
冊

子
等

を
広

く
配

布
す

る
と

と
も

に
，

よ
り

効
率

的
・

効
果

的
な

情
報

の
発

信
方

法
に

つ
い

て
更

に
検

討
を

進
め

て
い

く
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。
 

【
方

向
性

】
 

市
民

（
お

客
さ

ま
）

へ
の

説
明

の
よ

り
一

層
の

充

実
に

向
け

，
内

容
に

メ
リ

ハ
リ

を
つ

け
た

簡
潔

で
分

か
り

や
す

い
市

民
向

け
の

小
冊

子
を

作
成

す
る

。
ま

た
，

市
民

の
関

心
を

よ
り

高
め

る
よ

う
な

よ
り

効
率

的
，

効
果

的
な

情
報

発
信

方
法

を
検
討

す
る

。
 

 

６
 

上
下
水

道
局

企

業
改

革
プ
ロ

グ
ラ

ム
に

つ
い

て
 

 

＜
４

頁
；

項
目

６
の

８
行

目
＞

 

当
委

員
会

で
は

，
経

営
評

価
に

ど
の

よ
う

に
反

映

さ
せ

る
か

を
十

分
に

検
討

し
な

が
ら

，
第

三
者

の
視

点
か

ら
進

ち
ょ

く
状

況
を

点
検

・
評

価
し

て
い

く
こ

と
と

す
る

。
 

＜
４

頁
；

項
目

６
の

１
６

行
目

＞
 

事
業

の
達

成
度

の
評

価
と

い
う

点
に

お
い

て
経

営

評
価

の
取

組
項

目
評

価
と

共
通

し
，

ま
た

，
企

業
改

革
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
取

組
が

中
期

経
営

プ
ラ

ン
の

一
層

の
推

進
を

図
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

両
者

の
関

係
や

そ
れ

ぞ
れ

の
位

置
付

け
の

明
確

化
を

図
り

な
が

ら
，

当
委

員
会

は
，

こ
れ

ら
を

併
せ

て
審

議
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

 

【
方

向
性

】
 

 
経

営
評

価
審

議
委

員
会

に
お

い
て

，
企

業
改

革
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
取

組
の

進
ち

ょ
く

状
況

を
点

検
・

評
価

い
た

だ
く

に
当

た
り

，
取

組
項

目
評

価
に

お
け

る
企

業
改

革
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
位

置
付

け
を

明
確

に
し

た
う

え
で

，
同

評
価

と
し

て
一

体
的

に
審
議

い
た

だ
く

。
 

 



経営評価市民向け小冊子の骨子（案） 

 

○意見の抜粋 

・図表等を用いて分かりやすく，市民向けに簡潔に取りまとめた冊子等を作成すること

が適当 

・料金の使い道や経費の内訳など市民生活に関わりが深く関心の高い事項や，下水道が

担う雨水処理・資源活用等の役割，費用のほか水需要の減少をはじめとする収入に関す

る課題など，市民により深く知ってもらいたい事項を積極的に伝えていく工夫 

 

Ⅰ コンセプト 

①  経営評価を分かりやすく伝える 

②  市民に事業をより深く知ってもらう 

 

Ⅱ 構成案（全体で１０ページ程度） 

①  経営評価とは（１ページ） 

②  ２１年度の経営状況について（経営指標評価）（２～３ページ） 

③  ２１年度の取組状況について（取組項目評価）（６ページ） 

④  結び（１ページ） 

⑤  トピック・コラム（関連ページ，余白ページ） 

 

Ⅲ 記載内容 

 ① 経営評価とは 

   ・経営評価の役割について 

  ・経営指標評価と取組項目評価について 

  ・PDCA サイクルの継続的改善について 

 

② ２１年度の経営状況について（経営指標評価） 

１ ２１年度の決算概要（水道・下水道） 

  

２ 経営指標評価の結果（水道・下水道） 

①収益性 ②資産・財務 ③施設の効率性 ④生産性 ⑤料金・使用料 ⑥費用 

 の６つの評価区分で経営状況を点検・評価する。 

（１）評価結果の概要 

（２）レーダーチャート 

  評価区分ごとに，当年度評価の特徴などを分かりやすく伝える。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑤ 

水 需 要 の 減 少

により・・・ 

企 業 債 残 高 の

削減により 

水 需 要 の 減 少

により・・・ 

効率化により・・・ 

１  当 た り の

料金は・・・ 

１ のコストは・・ 

 

図 表 等 を 活 用 し て

分かりやすく解説  

グ ラ フ 等 を 用 い て

分かりやすく掲載 

資料６  



③ ２１年度の取組状況について（取組項目評価） 

１ 取組項目評価の総括 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 毎日安心して使うことができ災害に強い水道・下水道を目指します 

Ⅱ 環境への負荷の少ない水道・下水道を目指します 

Ⅲ 将来にわたって使い続けられるよう水道・下水道の機能維持・向上に努めます 

Ⅳ 皆さまのご要望におこたえし，信頼される事業を展開します 

Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を行います 

 

  

２ ５つの施策目標ごとの評価 

 

 写真や図表を用いて，ビジュアル的にも取組を分かりやすく掲載する。 

 中長期の目標（ビジョン・プランに掲げる目標）に対する進ちょくを示す。 

  

 

施 策 目 標 Ⅰ  毎 日 安 心 し て 使 う こ と が で き ， 災 害 に も強 い 水 道 ・ 下 水 道 を 目 指 し ま す  

 

１ 蛇口を通じた安全・安心な水道水の供給        

 

                      

   

 

 

 

 

２ 異臭味問題解決のための高度浄水処理の整備 

 

  ・□□□ 

  ・△△△ 

 

３ ・・・   

 

 

 

④ 結び 

 PDCA サイクルによる継続的改善，課題への対応，今後の取組など 

 

⑤ トピック・コラム 

料金の使い道，下水道の役割など，市民の関心の高い事項，市民へのＰＲ事項を掲

載 

図表，写真など  評価 

   「    」 

（特徴的な取組を掲載）  
・×××× 

・○○○○ 

 

 ５つの施 策 目 標

重 点 推 進 施 策 評 価

(２ ２ 項 目 ) 

取 組 項 目 評 価  

(１ ０ ２ 項 目 ) 

集 約 し て 評 価

京 の 水 ビ ジ ョ ン に 掲 げ る ５ つ の 施 策 目 標 の 実

現に向けて取り組む 22 の重点推進施策につい

て，その達成状況を A～E で示す。 

評価 

  「  」  


